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(１) 同意第26号 教育委員会委員の任命について

(２) 同意第27号 公平委員会委員の選任について

(３) 議案第109号 横手市特別用途地区内における建築物の
制限に関する条例

1 ～ 6

(４) 議案第110号 横手市地区交流センター設置条例の一部
を改正する条例

7 ～ 10

(５) 議案第111号 横手市地域コミュニティ施設設置条例の一
部を改正する条例

11 ～ 14

(６) 議案第112号 横手市増田まんが美術館設置条例の一部
を改正する条例

15 ～ 29

(７) 議案第113号 横手市立保育所設置条例の一部を改正す
る条例

30 ～ 31

(８) 議案第114号 横手市建築基準法等関係手数料条例の一
部を改正する条例

32 ～ 36

(９) 議案第115号 横手市増田町総合子育て支援施設設置条
例を廃止する条例

37 ～ 38

(１０) 議案第116号 財産の無償譲渡について
（横手市立さんない保育園）

39 ～ 40

(１１) 議案第117号 公の施設の指定管理者の指定について
（横手市十五野多目的集落集会所）

41

(１２) 議案第118号 公の施設の指定管理者の指定について
（横手市大森町八日町老人憩の家）

42

(１３) 議案第119号 公の施設の指定管理者の指定について
（サンサン横手）

43

(１４) 議案第120号 公の施設の指定管理者の指定について
（外畑牧場）

44
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(１５) 議案第121号 公の施設の指定管理者の指定について
（山内農林産物加工施設）

45

(１６) 議案第122号 公の施設の指定管理者の指定について
（横手市増田休養施設「真人山荘」）

46

(１７) 議案第123号 公の施設の指定管理者の指定について
（横手市山内ふれあい交流センター）

47

(１８) 議案第124号 公の施設の指定管理者の指定について
（まめでらが～　道の駅　十文字）

48

(１９) 議案第125号 秋田県市町村総合事務組合規約の一部変
更について

49 ～ 50

(２０) 議案第126号 令和6年度横手市一般会計補正予算（第8
号）

(２１) 議案第127号 令和6年度横手市水道事業会計補正予算
（第2号）

(２２) 議案第128号 令和6年度横手市下水道事業会計補正予
算（第2号）

予算書の頁

予算書の頁

予算書の頁
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議案第１０９号 

横手市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年１１月２５日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

横手市特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な事項を定めるため、条

例を制定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、

議会の議決を求める。 
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横手市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第４９条第 1

項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法及び建築基準法施行令（昭和

２５年政令第３３８号。以下「政令」という。）の定めるところによる。 

２ この条例において「基準時」とは、法第３条第２項の規定により第４条の規定を受けない建築物

について、法第３条第２項の規定により引き続き第４条の規定（同条の規定が改正された場合にお

いては、改正前の規定を含む。）の適用を受けない期間の始期をいう。 

（適用区域） 

第３条 この条例は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２０条第１項（同法第２１条第２

項において準用する場合を含む。）の規定により特別用途地区として市長が都市計画の決定の告示

をした区域に適用する。 

（建築物の用途の制限） 

第４条 この条例の規定を適用する建築物の用途の制限は、別表のとおりとする。 

（既存の建築物に対する制限の緩和） 

第５条 法第３条第２項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、移転、大規模の
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修繕若しくは模様替をする場合又は次の各号のいずれにも該当する場合においては、法第３条第３

項第３号及び第４号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。 

（１） 増築又は改築が基準時における当該建築物の敷地内におけるものであり、かつ、当該増築

又は改築後における延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、その延べ面

積の合計）及び建築面積（同一敷地内に２以上の建築物がある場合においては、その建築面積の

合計）が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第５２条第１項、第２項及び第７項並びに

法第５３条の規定に適合すること。 

（２） 増築後における床面積の合計が基準時における床面積の合計の１.２倍を超えないこと。 

（３） 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時にお

ける当該部分の床面積の合計の１.２倍を超えないこと。 

（用途の変更に対する準用） 

第６条 建築物（次項の建築物を除く。）の用途を変更するときは、第４条の規定を準用する。 

２ 法第３条第２項の規定に基づき第４条の規定の適用を受けない建築物の用途を変更するときは、

同条の規定を準用する。ただし、用途の変更が政令第１３７条の１８第８号に列記する類似の用途

相互間におけるものであって、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若し

くは模様替が大規模でない場合を除く。 

（適用の特例） 

第７条 市長が公益上やむを得ないと認めて許可した建築物については、第４条の規定は、適用しな

い。 

２ 市長は、前項の規定による許可（以下「特例許可」という。）をする場合においては、あらかじ
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めその許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、横手市都市

計画審議会条例（平成１７年横手市条例第２６０号）の規定による横手市都市計画審議会の意見を

聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転について許可をす

る場合で、次の各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。 

（１） 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。 

（２） 増築又は改築後の第４条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が

特例許可を受けた際における当該部分の床面積の合計を超えないこと。 

３ 市長は、前項の意見の聴取を行う場合においては、その許可をしようとする建築物の建築の計画

並びに意見の聴取の期日及び場所を当該期日の３日前までに告示しなければならない。 

（許可の条件） 

第８条 市長は、特例許可をする場合は、必要な限度において条件を付することができる。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第１０条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処する。 

（１） 第４条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主 

（２） 第６条において準用する第４条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理

者又は占有者 

（両罰規定） 

第１１条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の
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業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同

条の罰金刑を科する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （横手市手数料条例の一部改正） 

２ 横手市手数料条例（平成１７年横手市条例第９３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第７（第２条関係） 別表第７（第２条関係） 

手数料を徴収する事項 単位 金額 

 ［略］ 

8  ［略］ 
 

手数料を徴収する事項 単位 金額 

 ［略］ 

8  ［略］ 

9 横手市特別用途地区内における建築物の制限に

関する条例（令和6年横手市条例第 号）第7条

の規定に基づく許可の申請 

1件 48,000円 

 

 備考 ［略］  備考 ［略］ 
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別表（第４条関係） 

特別用途地区 建築してはならない建築物 

大規模集客施設制限地

区 

劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブ及び客にダンスをさ

せ、かつ、客に飲食をさせる営業（客の接待をするものを除く。）を営む

施設（ナイトクラブを除く。）又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬

投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券発売所でその

用途に供する部分（劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場の用途に供する

部分にあっては、客席の部分に限る。）の床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超えるもの 
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議案第１１０号 

横手市地区交流センター設置条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年１１月２５日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

横手市館合地区交流センターつきの木館を廃止するため、現行条例の一部を改正したいので、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 



- 8 - 

横手市地区交流センター設置条例の一部を改正する条例 

 

 横手市地区交流センター設置条例（令和５年横手市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

 ［略］ 

横手市館合地区交流センター  ［略］ 

横手市館合地区交流センターつ

きの木館 

横手市雄物川町薄井字下小出70番

地 

 ［略］ 
 

名称 位置 

 ［略］ 

横手市館合地区交流センター  ［略］ 

 

 

 

 ［略］ 
 

別表第２（第６条、第１５条関係） 別表第２（第６条、第１５条関係） 

 １～１５ ［略］  １～１５ ［略］ 

１６ 横手市館合地区交流センターつきの木館  

（消費税を含む。）  

区分 単位 使用料の額  
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体育室 営利を目的としない場合 1時間につき 600円 

営利を目的とする場合 2,850円 

研修室（1） 営利を目的としない場合 200円 

営利を目的とする場合 600円 

研修室（2） 営利を目的としない場合 200円 

営利を目的とする場合 600円 
 

備考  

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外

に住所を有する場合における使用料の額は、この

表に定める額に１００分の２００を乗じて得た額

とする。 

 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、こ

れを１時間とする。 

 

１７ ［略］  １６ ［略］ 

１８ ［略］  １７ ［略］ 

１９ ［略］  １８ ［略］ 

２０ ［略］  １９ ［略］ 

２１ ［略］  ２０ ［略］ 
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 ２２ ［略］  ２１ ［略］ 

２３ ［略］ ２２ ［略］ 

２４ ［略］ ２３ ［略］ 

  

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第１１１号 

横手市地域コミュニティ施設設置条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年１１月２５日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

大森コミュニティ交流センターを廃止するため、現行条例の一部を改正したいので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 



- 12 - 

横手市地域コミュニティ施設設置条例の一部を改正する条例 

 

 横手市地域コミュニティ施設設置条例（平成２３年横手市条例第２３号）の一部を次のように改正

する。 

 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 コミュニティ施設の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

第２条 コミュニティ施設の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

名称 位置 

 ［略］ 

大雄コミュニティ交流センター  ［略］ 

大森コミュニティ交流センター 横手市大森町字高口下水戸堤1番地 
 

名称 位置 

 ［略］ 

大雄コミュニティ交流センター  ［略］ 
 

  

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

 １・２ ［略］  １・２ ［略］ 

３ 大森コミュニティ交流センター  
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（消費税を含む。）  

区分 単位 使用料の額 

体育館 営利を目的としない

場合 

1時間につき 200円 

営利を目的とする場

合 

1,200円 

グラウンド 無料 
 

 

備考  

１ 営利を目的としない使用であって、使用者が市外に住

所を有する場合における使用料の額は、この表に定める

額に１００分の２００を乗じて得た額とする。 

 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これを

１時間とする。 

 

３ 有料又は営利を目的とする催物には、入場料を徴収し

たとみなされる場合、会員制度等により会費が徴収され

ている場合及び営利に係る宣伝その他これに類する目的

をもって使用する場合を含む。 
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附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第１１２号 

横手市増田まんが美術館設置条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和６年１１月２５日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

増田まんが美術館の使用料の見直し等を行うため、現行条例の一部を改正したいので、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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横手市増田まんが美術館設置条例の一部を改正する条例 

 

横手市増田まんが美術館設置条例（平成３０年横手市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

 （開館時間及び休館日） 

 第３条 まんが美術館の開館時間及び休館日は、規則で定め

る。 

（使用の許可） （使用の許可） 

第３条 ［略］ 第４条 ［略］ 

（使用の制限） （使用の制限） 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ま

んが美術館の使用を許可しない。 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ま

んが美術館の使用を許可しない。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき

。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合 

（２） まんが美術館、備品等を損傷し、又は滅失するお

それがあるとき。 

（２） まんが美術館、備品等を損傷し、又は滅失するお

それがある場合 
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（３） 前２号に掲げるもののほか、まんが美術館の管理

上支障があると市長が認めたとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、まんが美術館の管理

上支障があると市長が認めた場合 

（使用料） （使用料） 

第５条 ［略］ 第６条 ［略］ 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第６条 ［略］ 第７条 ［略］ 

（使用料の不還付） （使用料の不還付） 

第７条 ［略］ 第８条 ［略］ 

（使用の許可の取消し等） （使用の許可の取消し等） 

第８条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると

認めた場合は、使用の許可を取り消し、条件を変更し、又

は使用を停止することができる。この場合において、使用

者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わな

い。 

第９条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると

認めた場合は、使用の許可を取り消し、条件を変更し、又

は使用を停止することができる。この場合において、使用

者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わな

い。 

（１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反

したとき。 

（１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反

した場合 

（２） 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた

とき。 

（２） 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けた

場合 
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（３） 使用の許可の条件に違反したとき。 （３） 使用の許可の条件に違反した場合 

（４） 災害その他の事由により、まんが美術館の使用が

できなくなったとき。 

（４） 災害その他の事由により、まんが美術館の使用が

できなくなった場合 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた

とき。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた

場合 

（原状回復の義務）  

第９条 使用者は、まんが美術館の使用が終わったとき、若

しくは前条の規定により使用の許可を取り消され、又は停

止されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなけれ

ばならない。 

 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第１０条 まんが美術館の管理は、法人その他の団体であっ

て市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に

行わせることができる。この場合において、第５条及び第

６条の規定は、適用しない。 

第１０条 まんが美術館の管理は、法人その他の団体であっ

て市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に

行わせることができる。この場合において、第４条から前

条までの規定は、適用しない。 

（指定管理者の業務） （指定管理者の業務） 

第１１条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする

。この場合において、第３条、第４条及び第７条から第９

条までの規定中「使用の」とあるのは「利用の」と、「使

第１１条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする

。 
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用しよう」とあるのは「利用しよう」と、「市長」とある

のは「指定管理者」と、「使用を」とあるのは「利用を」

と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用者」と

あるのは「利用者」と、「使用が」とあるのは「利用が」

と読み替えるものとする。 

（１）～（３） ［略］ （１）～（３） ［略］ 

（指定管理者による管理の基準） （指定管理者による管理の基準） 

第１２条 ［略］ 第１２条 ［略］ 

 （利用の許可） 

 第１３条 まんが美術館を利用しようとするものは、指定管

理者の許可を受けなければならない。 

 ２ 前項の許可には、まんが美術館の管理上必要な条件を付

することができる。 

 （利用の制限） 

 第１４条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場

合は、まんが美術館の利用を許可しない。 

 （１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合 

 （２） まんが美術館、備品等を損傷し、又は滅失するお
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それがある場合 

 （３） 前２号に掲げるもののほか、まんが美術館の管理

上支障があると指定管理者が認めた場合 

 （利用料金） 

 第１５条 指定管理者は、まんが美術館を利用するもの（以

下「利用者」という。）から利用料金を徴収する。 

 ２ 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受け

て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様

とする。 

 ３ 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該

申請に係る利用料金が次の各号に適合していると認めた場

合は、同項の承認をしなければならない。 

 （１） 別表に定める範囲以内であること。 

 （２） 第１１条各号に掲げる業務の適切な運営に要する

費用に照らして妥当なものであること。 

 （３） 特定の利用者に対して、不当な差別的取扱いをす

るものでないこと。 

 ４ 市長は、前項の承認をした場合は、速やかに当該承認を
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した利用料金を指定管理者に通知するものとする。 

 ５ 指定管理者は、第３項の承認を受けた利用料金をまんが

美術館において公衆の見やすいように掲示しておかなけれ

ばならない。 

（指定管理者による利用料金の承認）  

第１３条 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認

を受けて定めるものとする。これを変更しようとするとき

も同様とする。 

 

２ 市長は、前項の承認の申請があった場合において、当該

申請に係る利用料金が次の各号に適合していると認めると

きは、同項の承認をしなければならない。 

 

（１） 別表に定める範囲以内であること。  

（２） 第１１条各号に掲げる業務の適切な運営に要する

費用に照らして妥当なものであること。 

 

（３） 特定の利用者に対して、不当な差別的取扱いをす

るものでないこと。 

 

３ 市長は、第１項の承認をしたときは、速やかに当該承認

をした利用料金を指定管理者に通知するものとする。 
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４ 指定管理者は、第１項の承認を受けた利用料金をまんが

美術館において公衆の見やすいように掲示しておかなけれ

ばならない。 

 

（指定管理者による利用料金の減免） （指定管理者による利用料金の減免） 

第１４条 ［略］ 第１６条 ［略］ 

 （利用料金の不還付） 

 第１７条 指定管理者は、既に徴収した利用料金を利用者に

還付することができない。ただし、利用者の責めに帰する

ことができない場合その他特に必要があると認めた場合は

、その全部又は一部を還付することができる。 

 （利用の許可の取消し等） 

 第１８条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該

当すると認めた場合は、利用の許可を取り消し、条件を変

更し、又は利用を停止することができる。この場合におい

て、利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管

理者はその責めを負わない。 

 （１） この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反

した場合 

 （２） 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けた
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場合 

 （３） 利用の許可の条件に違反した場合 

 （４） 災害その他の事由により、まんが美術館の利用が

できなくなった場合 

 （５） 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と

認めた場合 

 （原状回復義務） 

 第１９条 使用者は、まんが美術館の使用が終わった場合若

しくは第９条の規定により使用の許可を取り消され、又は

停止された場合は、直ちに当該施設等を原状に回復しなけ

ればならない。 

（損害賠償義務） （損害賠償義務） 

第１５条 使用者は、まんが美術館、備品等を損傷し、又は

滅失したときは、市長の指示する方法でその損害を賠償し

なければならない。ただし、市長が特別な事由があると認

めたときは、この限りでない。 

第２０条 使用者は、まんが美術館又は備品等を損傷し、又

は滅失した場合は、市長の指示する方法でその損害を賠償

しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると

認めた場合は、この限りでない。 

（委任） （委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則 第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め
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で定める。 る。 

  

別表（第５条、第１３条関係） 別表（第６条、第１５条関係） 

１ まんが美術館  

（消費税を含む。） （消費税を含む。） 

区分 単位 使用料の額 

コンベン

ションホ

ール 

営利を目的としない場

合 

1時間につき 5,600円 

営利を目的とする場合  23,250円 

特別展示

室 

マンガの

蔵展示室 

小学

生 

個人 1人1回につき 300円 

 

 

 団体 240円 

 

 

  年間パスポート 1人1年間につき 1,010円 

 

 

区分 単位 使用料の額 

 

 

    

     

特別展示

室大 

特別展示

室 

小学

生 

個人 1人1回につき 1,100円を超え

ない範囲で市

長が定める 

 団体 880円を超えな

い範囲で市長

が定める 

  年間パスポート 1人1年間につき 2,200円を超え

ない範囲で市

長が定める 
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 中学

生 

個人 1人1回につき 500円 

 

 

 団体 400円 

 

 

 年間パスポート 1人1年間につき 1,520円 

 

 

 高校

生 

個人 1人1回につき 710円 

 

 

  団体 570円 

 

 

  年間パスポート 1人1年間につき 2,030円 

 

 

 大人 個人 1人1回につき 1,010円 

 中学

生 

個人 1人1回につき 1,650円を超え

ない範囲で市

長が定める 

 団体 1,320円を超え

ない範囲で市

長が定める 

 年間パスポート 1人1年間につき 3,300円を超え

ない範囲で市

長が定める 

 高校

生 

個人 1人1回につき 2,200円を超え

ない範囲で市

長が定める 

  団体 1,760円を超え

ない範囲で市

長が定める 

  年間パスポート 1人1年間につき 4,400円を超え

ない範囲で市

長が定める 

 大人 個人 1人1回につき 3,300円を超え 
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 団体 810円 

 

 

 年間パスポート 1人1年間につき 3,050円 

 

 
 

  ない範囲で市

長が定める 

 団体 2,640円を超え

ない範囲で市

長が定める 

 年間パスポート 1人1年間につき 6,600円を超え

ない範囲で市

長が定める 
 

備考 備考 

１ コンベンションホールの営利を目的としない使用で

あって、使用者が市外に住所を有する場合における使

用料の額は、この表に定める額に１００分の２００を

乗じて得た額とする。 

１ 小学校就学前の者の使用料は、徴収しない。 

２ 使用時間に１時間未満の端数が生じた場合は、これ

を１時間とする。 

２ 団体とは、１０人以上をいう。 

３ 準備やリハーサル、練習等で舞台のみを使用する場

合の使用料は、この表に定める額に１００分の５０を

乗じて得た額とする。ただし、興業を目的とした営利

公演で全日使用をする場合を除く。 
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４ 興業を目的とした営利公演を行う場合において、照

明や音響、舞台設備等の操作は、使用者が行うものと

する。ただし、やむを得ない理由により職員等が操作

する場合は、１人につき１時間当たり２，０９０円を

徴収する。 

 

５ 特別展示室又はマンガの蔵展示室における小学校就

学前の者の使用料は、徴収しない。 

 

６ 団体とは、１０人以上をいう。  

２ 附属設備器具等  

（消費税を含む。）  

区分 数量 単位 使用料 

舞台用具 ピアノ 1台 1回 2,200円 

照明用具 ロアーホリゾントラ

イト 

1列 1回 1,100円 

ボーダーライト 1列 1回 1,100円 

第1サスペンションラ

イト 

1列 1回 1,100円 

アッパーホリゾント 1列 1回 1,100円 
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ライト    

シーリングライト 1列 1回 1,100円 

フロントサイドスポ

ットライト 

1列 1回 1,100円 

フォロースポットラ

イト 

1台 1回 550円 

ミラーボール 1台 1回 550円 

持込み器具  1kwにつき1回 220円 
 

備考  

１ この表において、１回とは、午前９時から正午まで

、正午から午後５時まで又は午後５時から午後１０時

までの各区分をいう。 

 

２ 持込み器具を使用する場合の使用料は、当該器具に

表示された消費電力により算定する。この場合におい

て、１キロワット未満の端数がある場合は、これを１

キロワットとする。 

 

３ ピアノの使用料には、調律料は含まない。  
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附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第１１３号 

横手市立保育所設置条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年１１月２５日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

さんない保育園を廃止するため、現行条例の一部を改正したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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横手市立保育所設置条例の一部を改正する条例 

 

 横手市立保育所設置条例（平成１７年横手市条例第１１６号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

（名称、位置及び定員） （名称、位置及び定員） 

第３条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。 第３条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。 

名称 位置 定員 

 ［略］ 

三重保育所  ［略］ 

さんない保育

園 

横手市山内土渕字菅生37番地7 90人 

 

名称 位置 定員 

 ［略］ 

三重保育所  ［略］ 
 

  

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第１１４号 

   横手市建築基準法等関係手数料条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和６年１１月２５日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令

和６年法律第５３号）の施行による建築基準法の一部改正に伴い、現行条例の一部を改正したいので、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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   横手市建築基準法等関係手数料条例の一部を改正する条例 

 

横手市建築基準法等関係手数料条例（平成２３年横手市条例第３４号）の一部を次のように改正す

る。 

 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正前 改正後 

別表第２(第２条関係) 別表第２(第２条関係) 

手数料を徴収する事項 区分 手数料の額 

1 法第7条第1項の

規定による建築

物に関する工事

の完了の検査の

申請又は法第18

条第16項の規定

による建築物に

関する工事の完

了の通知（以下 

［略］ 

 

手数料を徴収する事項 区分 手数料の額 

1 法第7条第1項の

規定による建築

物に関する工事

の完了の検査の

申請又は法第18

条第20項の規定

による建築物に

関する工事の完

了の通知（以下 

［略］ 
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 「完了検査申請

等」という。） 

 

2 法第87条の4において準用する法第7条第1

項の規定による建築設備に関する工事の完

了の検査の申請又は法第87条の4において

準用する法第18条第16項の規定による建築

設備に関する工事の完了の通知 

 ［略］ 

 

3 法第88条第1項若しくは第2項において準用

する法第7条第1項の規定による工作物に関

する工事の完了の検査の申請又は法第88条

第1項若しくは第2項において準用する法第

18条第16項の規定による工作物に関する計

画の通知 

 ［略］ 

 

 

 「完了検査申請

等」という。） 

 

2 法第87条の4において準用する法第7条第1

項の規定による建築設備に関する工事の完

了の検査の申請又は法第87条の4において

準用する法第18条第20項の規定による建築

設備に関する工事の完了の通知 

 ［略］ 

 

3 法第88条第1項若しくは第2項において準用

する法第7条第1項の規定による工作物に関

する工事の完了の検査の申請又は法第88条

第1項若しくは第2項において準用する法第

18条第20項の規定による工作物に関する計

画の通知 

 ［略］ 

 

 

備考 備考 

１ ［略］ １ ［略］ 

２ この表において「中間検査」とは、法第７条の３第

１項の規定による建築物に関する特定工程に係る検査

の申請又は法第１８条第１９項の規定による建築物に

関する特定工程に係る工事の終了の通知に対する検査

２ この表において「中間検査」とは、法第７条の３第

１項の規定による建築物に関する特定工程に係る検査

の申請又は法第１８条第２８項の規定による建築物に

関する特定工程に係る工事の終了の通知に対する検査
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をいう。 をいう。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

別表第３(第２条関係) 別表第３(第２条関係) 

手数料を徴収する事項 区分 手数料の額 

法第7条の3第1項の

規定による建築物

に関する特定工程

に係る検査の申請

又は法第18条第19

項の規定による建

築物に関する特定

工程に係る工事の

終了の通知 

［略］ 

 

 

手数料を徴収する事項 区分 手数料の額 

法第7条の3第1項の

規定による建築物

に関する特定工程

に係る検査の申請

又は法第18条第28

項の規定による建

築物に関する特定

工程に係る工事の

終了の通知 

［略］ 

 

 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

別表第４(第２条関係) 別表第４(第２条関係) 

手数料を徴収する事項 区分 手数料の額 

1 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は

第18条第24項第1号若しくは第2号（これら 

［略］ 

 

手数料を徴収する事項 区分 手数料の額 

1 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は

第18条第38項第1号若しくは第2号（これら 

［略］ 
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 の規定を法第87条の4又は第88条第1項若し

くは第2項において準用する場合を含

む。）の規定による建築物等の仮使用の認

定の申請 

 

 ［略］ 
 

 の規定を法第87条の4又は第88条第1項若し

くは第2項において準用する場合を含

む。）の規定による建築物等の仮使用の認

定の申請 

 

 ［略］ 
 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の横手市建築基準法等関係手数料条例の規定は、令和６

年１１月１日から適用する。 
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議案第１１５号 

横手市増田町総合子育て支援施設設置条例を廃止する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年１１月２５日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

増田町子育て支援センターを廃止するため、条例を廃止したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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横手市増田町総合子育て支援施設設置条例を廃止する条例 

  

横手市増田町総合子育て支援施設設置条例（平成１７年横手市条例第１１７号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第１１６号 

   財産の無償譲渡について 

 

 次のとおり建物を無償譲渡する。 

 

 １ 譲渡する財産 

    名  称  横手市立さんない保育園 

    位  置  横手市山内土渕字菅生３７番地７ 

    施設種別  児童福祉施設 

    延床面積  １，２５９．５２平方メートル 

 ２ 譲渡の相手方 

    横手市前郷一番町４番４号 

    社会福祉法人明照福祉会 

    理事長 奥山 和彦 

 ３ 備考 

    上記のほか、付帯設備、構築物及び備品を含む。 

 

 

令和６年１１月２５日提出 

横手市長 髙 橋   大 
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 提案理由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定に基づき、議会の議決を求め

る。 
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議案第１１７号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、横手市の公の施設の

指定管理者を次のとおり指定する。 

 

 １ 公の施設の名称 

    横手市十五野多目的集落集会所 

 ２ 指定する団体の名称 

    十五野交流館運営委員会 

 ３ 指定の期間 

    令和７年４月１日から令和１４年３月３１日まで 

 

令和６年１１月２５日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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議案第１１８号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、横手市の公の施設の

指定管理者を次のとおり指定する。 

 

 １ 公の施設の名称 

    横手市大森町八日町老人憩の家 

 ２ 指定する団体の名称 

    八日町町内会 

 ３ 指定の期間 

    令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

令和６年１１月２５日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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議案第１１９号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、横手市の公の施設の

指定管理者を次のとおり指定する。 

 

 １ 公の施設の名称 

    サンサン横手 

 ２ 指定する団体の名称 

    横手商工会議所 

 ３ 指定の期間 

    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

令和６年１１月２５日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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議案第１２０号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、横手市の公の施設の

指定管理者を次のとおり指定する。 

 

 １ 公の施設の名称 

    外畑牧場 

 ２ 指定する団体の名称 

    外畑牧場放牧者組合 

 ３ 指定の期間 

    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

令和６年１１月２５日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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議案第１２１号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、横手市の公の施設の

指定管理者を次のとおり指定する。 

 

 １ 公の施設の名称 

    山内農林産物加工施設 

 ２ 指定する団体の名称 

    農事組合法人山楽里 

 ３ 指定の期間 

    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

令和６年１１月２５日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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議案第１２２号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、横手市の公の施設の

指定管理者を次のとおり指定する。 

 

 １ 公の施設の名称 

    横手市増田休養施設「真人山荘」 

 ２ 指定する団体の名称 

    株式会社オフィス真人 

 ３ 指定の期間 

    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

令和６年１１月２５日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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議案第１２３号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、横手市の公の施設の

指定管理者を次のとおり指定する。 

 

 １ 公の施設の名称 

    横手市山内ふれあい交流センター 

 ２ 指定する団体の名称 

    村さ来亭 

 ３ 指定の期間 

    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

令和６年１１月２５日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求める。 



- 48 - 

議案第１２４号 

   公の施設の指定管理者の指定について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、横手市の公の施設の

指定管理者を次のとおり指定する。 

 

 １ 公の施設の名称 

    まめでらが～ 道の駅 十文字 

 ２ 指定する団体の名称 

    株式会社十文字リーディングカンパニー 

 ３ 指定の期間 

    令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

令和６年１１月２５日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

 提案理由 

 地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求める。 
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議案第１２５号 

秋田県市町村総合事務組合規約の一部変更について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定に基づき、関係地方公共団体で協

議のうえ、秋田県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させ、秋田県市町村総合事

務組合規約（平成１４年指令市町村―５６３）の一部を変更する規約を別紙のとおり定める。 

 

令和６年１１月２５日提出 

横手市長 髙 橋   大 

 

提案理由 

井川町・潟上市共有財産管理組合が令和７年３月３１日に解散することに伴い、秋田県市町村総合

事務組合規約の一部変更に関する関係地方公共団体との協議について、地方自治法第２９０条の規定

により議会の議決を求める。 
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別紙 

   秋田県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 

秋田県市町村総合事務組合規約（平成１４年指令市町村―５６３）の一部を次のように変更する。 

 

      「    「「 

 別表第１中                     

 

                         」を 

「 

  

」に改める。 

 別表第２中「、井川町・潟上市共有財産管理組合」を削る。 

 

附 則 

この規約は、知事の許可を受け、令和７年４月１日から施行する。 

八郎潟町、井川町衛生処理施設組合 

井川町・潟上市共有財産管理組合 

八郎潟町、井川町衛生処理施設組合 



議案第１２６号

　令和６年度横手市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正） 

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,６２０,５００千円を追加し、歳入歳出予算の総額

　を歳入歳出それぞれ６３,４４１,５００千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

　「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使

　用することができる経費は、「第２表　繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

（地方債の補正）

第４条　地方債の追加・変更は、「第４表　地方債補正」による。

令和６年１１月２５日提出

横手市長 髙 橋 大

令和６年度横手市一般会計補正予算（第８号）

第３条　債務負担行為の追加は、「第３表　債務負担行為補正」による。
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（単位：千円）

４　衛生費 １　保健衛生費 68,896

４　衛生費 ２　清掃費 24,000

６　農林水産業費 ２　林業費 29,000

１１　災害復旧費 １　農林水産業施設災害復旧費 240,360

１１　災害復旧費 １　農林水産業施設災害復旧費 103,900

１１　災害復旧費 １　農林水産業施設災害復旧費 93,738

１１　災害復旧費 ２　公共土木施設災害復旧費 227,100

第２表　繰越明許費

道路橋りょう災害復旧事業（現年発生道路橋りょう災害復旧事業）

事　業　名 金　額

農地農業用施設災害復旧事業（現年発生農地農業用施設災害復旧事業）

林業施設災害復旧事業（現年発生林業施設災害復旧事業）

林業施設災害復旧事業（令和５年発生林業施設災害復旧事業）

款 項

斎場施設整備事業（西部斎場整備事業）

ペットボトル等処理施設整備事業

林道施設長寿命化事業



第３表　債務負担行為補正

追　加 （単位：千円）

4,125

令和６年度「市報よこて」印刷等請負業務 令和７年度

令和６年度わかりやすい予算書印刷製本業務 令和７年度

令和６年度「よこてｆｕｎ通信」情報紙作成業務 令和７年度

令和６年度ガバメントクラウド接続環境構築業務 令和７年度

令和６年度農業災害復旧等復旧・継続支援対策事業（令和６年大雨災害）費補助金 令和７年度

事 項
自

令和６年度横手市山内三又コミュニティセンター指定管理業務 令和７年度

令和６年度横手市山内ほっとパレス「ゆうらく館」指定管理業務 令和７年度

令和６年度天下森ふれあい農園指定管理業務 令和７年度

令和６年度横手市国産材需要開発センター指定管理業務 令和７年度

令和６年度横手市勤労者等福祉施設サンサン横手指定管理業務 令和７年度

令和６年度外畑牧場指定管理業務 令和７年度

令和１１年度

令和１１年度

2,759

5,434

17,765

40,908

1,045

25,168

2,541

8,338

期 間

至
限 度 額

40,381令和７年度

令和８年度

67,100

令和７年度

令和７年度

令和７年度

令和７年度

令和１１年度

令和１０年度

令和７年度
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（単位：千円）

令和１１年度

令和１１年度

令和１１年度

17,655

35,640

21,450

令和６年度横手市増田まんが美術館指定管理業務 令和７年度

令和６年度横手市ふれあいセンター（かまくら館）指定管理業務 令和７年度

事 項
自

令和６年度横手市横手体育館・横手市横手武道館指定管理業務 令和７年度

令和６年度横手市山内ふれあい交流センター指定管理業務 令和７年度

令和６年度まめでらが～道の駅十文字指定管理業務 令和７年度

令和６年度横手市横手駅東西交流施設指定管理業務 令和７年度

令和６年度横手市増田休養施設「真人山荘」指定管理業務 令和７年度

令和６年度横手市天下森スキー場指定管理業務 令和７年度

期 間

至

204,424令和１０年度

令和１０年度

令和８年度

令和７年度

令和８年度

94,776

限 度 額

191,136

14,111

91,190



第４表　地方債補正

追　加 （単位：千円）

利　　　率 償還の方法

農地農業用施設災害復旧事業 47,900

起債の目的 限度額 起債の方法

合　　計 567,900

地域総合整備資金貸付事業 520,000

証書借入
又は

証券発行

　　    5.0％以内

　ただし、利率見直し方式を
選択した地方債については、
見直し後の利率が当初定めて
いた利率を上回る場合は、当
該見直しを行った利率で借入
することができる。

　政府資金の場合は、借入先の
融資条件による。銀行その他の
場合には、その債権者と協定す
るところによる。ただし、財政
の都合により据置期間及び償還
期限を短縮し、もしくは繰上償
還又は低利に借換えすることが
できる。
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変　更 （単位：千円）

林業施設災害復旧事業

道路災害復旧事業

起債の目的
補正前 補正後

限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法 限度額 起債の方法

5,300 75,500

利　　率 償還の方法

38,300

証書借入
又は

証券発行

　
 　5.0％以内

　ただし、利率
見直し方式を選
択した地方債に
ついては、見直
し後の利率が当
初定めていた利
率を上回る場合
は、当該見直し
を行った利率で
借入することが
できる。

　政府資金の場
合は、借入先の
融資条件によ
る。銀行その他
の場合には、そ
の債権者と協定
するところによ
る。ただし、財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮
し、もしくは繰
上償還又は低利
に借換えするこ
とができる。

74,100

証書借入
又は

証券発行

　 5.0％以内

　ただし、利率
見直し方式を選
択した地方債に
ついては、見直
し後の利率が当
初定めていた利
率を上回る場合
は、当該見直し
を行った利率で
借入することが
できる。

　政府資金の場
合は、借入先の
融資条件によ
る。銀行その他
の場合には、そ
の債権者と協定
するところによ
る。ただし、財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮
し、もしくは繰
上償還又は低利
に借換えするこ
とができる。
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一般会計補正予算に関する説明書



一般

歳

,330

入

15 国庫支出金 7,9

歳

51,978 396,

出

039 8,348,0

補

17

16

正

県支出金 4,000,

予

543 240,060

算

4,240,603

事

19 繰入金

項

5,476,560 2

会

別

89,621 5,76

明

6,181

細

21 諸収入 2,05

書

6,921 850 2,

１

057,771

．

22 市債 6,8

総

99,645 673,

括

900 7,573,545

計 61,821,00

計

0 1,620,500 63,441,500

歳　入 (単

-

位：千円)

款 補　 正

 

　 前　 の　 額 補

1

　　　正　　　額 計

0

13 分担金及

 

び負担金 170,30

-

0 20,030 190



一般

財 源
国庫支出金 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

2総務費 10,173,674 5,180 10,178,854 2,600 2,580

3 民生費 15,047,315 3

会

82,936 15,430,251 239,321 16,348 127,267

4 衛生費 6,017,475

歳

94,387 6,11

　

1,862 45,99

出

6 48,391

(

6 農

計

単

林水産業費 3,014

位

,507 18,031

：

3,032,538 9

千

,879 850 7,3

円

02

)

7 商工費 3,0

補

13,434 522,

　

297 3,535,7

　

31 520,000 2

　

,297

-

正

10 教育費

　

5,777,647 1

　

,331 5,778,

　

978 1,331

額

1

　

1災害復旧費 475,

　

687 596,338

　

1,072,025 1

の

10,722 211,

　

233 153,900

 

　

20,030 100,

　

453

財

計 61,

　

821,000 1,6

　

20,500 63,4

　

41,500 396,

源

039 240,060

　

673,900 20,

　

880 289,621

　

1

内　　　訳

款 補正前の

1

額 補　正　額 計 特　　

 

　　　定　　　　　財

-

　　　　　源
一 般 



一般

２

 1 農林水産業費分

．

担金 1,000 20,

歳

030 21,030  

入

1 農業費分担金 20,

（

030 農地・農業用施

単

設災害復旧事業分担金

位 

計 1,000 20,0

：

30 21,030

 

会

千

 15 款 国庫支出

円

金

  1 項 国庫負

）

担金

節

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　明
区　　分 金　　額

10,021 1 民生費国庫負担金 4,436,290 235,040 4,671,330

計

 1 障がい者福祉 10,021 障害者医療費国庫負担金

費負担金

 5 児童

 

福祉費負 225,01

1

9 子どものための教育

3

・保育給付費国庫負担

 

金

116,983

款

担金

10

-

 

8,036

分

児童手当交付金

担

 

金

2 衛生費国庫負担金 8

及

,422 45,996

び

54,418  1 保健

負

衛生費負 45,996

担

新型コロナウイルスワ

金

クチン予防接種健康被

 

害給付

45,996

 

 

担金 費

1

負担金

 

計 4,444,

項

712 281,036

 

4,725,748

分担

 15 款 国庫支

金

出金

  2 項 国庫

節

補助金

節

目 補正前の額

目

補　正　額 計 説　　　

1

補

　　　明
区　　分 金　

正

　額

650

前

 2 民生費国庫

の

補助金 301,855

額

4,281 306,1

補

36  5 児童福祉費補

　

650 保育対策総合支

正

援事業費補助金

　

助金

額

2

計 説　　　　　　明
区

 

　　分 金　　額

20,

-

030



（単

般

窮者就 2,250 生活

会

困窮者就労準備支援事

計

業費等補助金

-

労準備支援事

 

業費

1

等補助金

1,381

3

 7

 

障害者総合支 1,38

-

1 障害者総合支援事業費補助金

位

援事業費補助

金

110,722 7 災害復旧費国庫補助 36,018 110,722 146,740  1 公共土木施設 110,722 道路橋りょう災害復旧事業費補助金

 

金 災害復旧費補

 

助金

15

計 3,492,654

 

115,003 3,6

款

07,657

 

 1

国

6 款 県支出金

  

庫

1 項 県負担金

節

目

支

補正前の額 補　正　額

：

出

計 説　　　　　　明
区

金

　　分 金　　額

5,0

 

10

 

 1 民生費負担金 1,

2

737,408 16,

 

695 1,754,1

項

03  2 障がい者福祉

 

5,010 育成医療・

国

更生医療事業費負担金

庫

費負

 補

担金

△26,738

助

 5

金

児童福祉費負 11,6

節

85 児童手当交付金

3

目

8,423

補

担金 子どものた

正

めの教育・保育給付費

前

県負担金

の

計 2,036

額

,271 16,695

千

補

2,052,966

　正　額 計 説　　　

円

　　　明
区　　分 金　

）

　額

2,250

一

 6 生活困



一般

（

金 47,614 2,6

単

00 50,214  1

位

総務管理費補 2,60

 

0 地域少子化対策重点

：

推進交付金

 

助金

△347

千

 2

円

民生費補助金 605,

）

113 △347 604,766  6 児童福祉

会

費補 △347 施設型給付費地方単独費補助金

助金

 4 農林水産業費補助金 890,370 9,879 900,249  1 農業費補助金 2,454 農業経営等復旧・継続支援対策事業費補

計

助金

2,454

 

7,42

1

5 

6

2 林業費補助金 7,4

 

25 林道改良事業費補

款

助金

64,085

 

 8 災

県

害復旧費補助金 76,

支

495 211,233

出

287,728  1 農

-

金

林水産業施 211,2

 

33 林業施設災害復旧

 

費補助金

147,14

2

8設

 

災害復旧費 農地・農業

項

用施設災害復旧事業補

 

助金

県

補助金

補

計 1,691,

助

460 223,365

 

金

1,914,825

節

目

 19 款 繰入金

補

  2 項 基金繰入

正

金

節

目 補正前の額 補　

前

正　額 計 説　　　　　

の

　明
区　　分 金　　額

額

289,621

補

 1 財政調

　

整基金繰入金 2,94

1

正

2,889 289,6

　

21 3,232,51

額

0  1 財政調整基金 2

計

89,621 財政調整

説

基金繰入金

　

繰入金

　

計 4,8

　

19,137 289,

　

621 5,108,7

　

58

4

　明
区　　分 金　　額

 

2,600

-

 1 総務費補助



（単

般

50 399,344  

会

1 雑入 850 過年度歳

計

出返納金

-

計 727,9

 

44 850 728,7

1

94

5

 22 款 

 

市債

  1 項 市債

-

節

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　

位

明
区　　分 金　　額

520,000 5 商工債 370,300 520,000 890,300  1 商工事業債 520,000 地域総合整備資金貸付事業債

83,700 9 災害復旧債 5

 

6,200 153,9

 

00 210,100  

2

1 農林水産業施 83,

1

700 災害復旧事業債

 

設災

款

害復旧事

 

業債

70,20

諸

0 

収

2 公共土木施設 70,

入

200 災害復旧事業債

： 

災害

 

復旧事業

5

債

 

計 6,899,

項

645 673,900

 

7,573,545

雑入

節

目

 

補正前の額 補　正　額

千

計 説　　　　　　明
区

円

　　分 金　　額

850

）

 6

一

雑入 398,494 8



一般

３

　　 財　　 源 説　

．

　　　明
一般財源 区　

歳

分 金　額
国県支出金 地

出

 方 債 そ の 他

（単

7企画費 3,493

位

,320 3,900 3

 

,497,220 2,

：

600 1,300 18

 

負担金補助 3,900

会

千

若者出会い・結婚生活

円

応援事業

3,900

）

及び交付金

10電算情報管 590,991 1,280 592,271 1,280 11役務費 1,280 地域情報通信網管理運

計

営費

1,280理費

計 9,307,319 5,180 9,312,499 2,600 2,580

  3 款 民生費

  1 

-

 

項 社会福祉費

補　 

 

正　 額　 の　 財

2

　 源　 内　 訳 節

 

目 補正前の額 補　正　

款

額 計 特　　 定　　 

 

財　　 源 説　　　　

総

明
一般財源 区　分 金　

務

額
国県支出金 地 方 

費

債 そ の 他

39,0

 

28

 

 

1社会福祉総

1

1,027,716 3

 

9,028 1,066

項

,744 39,028

 

1報酬 1,664 低所

総

得者生活支援事業

務管

務費 4共済費 299

理費

8旅費 94

1

補　

10需用費 982

 正

11役務費 3,4

　

45

 

13使用料

額

及び 44

　

賃借料

 の

19扶助費 32,

6

　

500

 

2障がい

財

者自 2,646,19

　

7 52,583 2,6

 

98,780 16,4

源

12 36,171 12

　

委託料 2,764 障が

 

い者自立支援給付総務

内

費

32,539

　

 

 

立支援給付 19扶助費

訳

20,044

節

費

目

22償還金、利 29,

補

775 自立支援医療費

正

給付事業

20,044

前の

子及び割引

額

料

補

-

　正　額 計 特　　 定



（単

般

　　 源 説　　　　明

会

一般財源 区　分 金　額

計

国県支出金 地 方 債

-

そ の 他

310

 1

4地域福祉費 517,

7

131 3,310 52

 

0,441 2,250

-

1,060 7報償費 100 地域福祉総務費

位

3,00010需用費 1,900 地域福祉推進事業

17備品購入費 1,000

22償還金、利 310

子及び割引

 

料

計 8,272,789 94,921 8,367,710 18,662 7

 

6,259

 3

  3 款 民生

 

費

  2 項 児童福

：

款

祉費

補　 正　 額　

 

 の　 財　 源　 

民

内　 訳 節

目 補正前の

生

額 補　正　額 計 特　　

費

 定　　 財　　 源

 

説　　　　明
一般財源

 

区　分 金　額
国県支出

1

金 地 方 債 そ の 

 

他

26,175

項

1

  

児童福祉総 1,263

社

,748 27,150

会

1,290,898 6

福

50 26,500 18

祉

負担金補助 975 児童

費

福祉総務費

975

補　

務費 及び交付金 保育対

 

策総合支援事業

正

千

　

22償還金、利 26,

 

175

額

子及び割引

　 

料

54,570

の　

2児童手当費 95

 

4,780 54,57

財

0 1,009,350

　

81,298 △26,

円

 

728 19扶助費 54

源

,570 児童手当給付

　

費

 

3児童措置費

内

2,874,309 1

　

71,727 3,04

 

6,036 155,0

訳

59 16,668 18

節

負担金補助 171,7

目

27 子どものための教

）

補

育・保育給付費

171

正

,727

前

及び交付

の

金

額

計 5,6

補

50,940 253,

　

447 5,904,3

正

87 237,007 1

　

6,440

額

一

計 特　　 定　　 財



一般

（

　　 源 説　　　　明

単

一般財源 区　分 金　額

位

国県支出金 地 方 債

 

そ の 他

34,56

：

8

 

1生活保護総 5

千

8,642 34,56

円

8 93,210 34,

）

568 22償還金、利 34,568 生活保護

会

総務費

務費 子及び割引

料

計 1,112,423 34,568 1,146,991 34,568

  

計

4 款 衛生費

  1 項 保健衛生費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　 訳 節

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　 定　　

 

 財　　 源 説　　　

 

　明
一般財源 区　分 金

3

　額
国県支出金 地 方

 

 債 そ の 他

3,0

-

款

50

 

1保健衛生総

民

434,513 3,0

生

50 437,563 3

費

,050 18負担金補

 

助 3,050 保健衛生

 

管理費

3

務費 及び交

 

付金

87,099

項

 

 

2予防費 486,7

生

22 87,099 57

活

3,821 45,99

保

6 41,103 21補

護

償、補て 45,996

費

予防接種事業

補

ん及

　

び賠償

 

金

正

2

1

　

2償還金、利 41,1

 

03

額

子及び割引

　 

料

の

4母子保健

　

費 118,351 4,

 

238 122,589

財

4,238 22償還金

　

、利 4,238 出産・

8

 

子育て応援交付金事業

源

4,238

　

子及び

 

割引

内

料

　 

計 3,335,346

訳

94,387 3,42

節

9,733 45,99

目

6 48,391

 

補正前の額 補　正　額

-

計 特　　 定　　 財



（単

般

財　　 源 説　　　　

会

明
一般財源 区　分 金　

計

額
国県支出金 地 方 

-

債 そ の 他

850

 1

3農業振興費 1,0

9

51,678 4,53

 

1 1,056,209

-

2,454 850 1,227 18負担金補助

位

3,681 農業経営支援事業

及び交付金 農業災害等緊急支援事業

3,68122償還金、利 850

子及び割引

料

 

計 2,690,488 4,531 2,695,019 2,454 850 1,227

 

  

 

6 款 農林水産業費

6

  2 項 林業費

補

 

　 正　 額　 の　

：

款

 財　 源　 内　 

 

訳 節

目 補正前の額 補　

農

正　額 計 特　　 定　

林

　 財　　 源 説　　

水

　　明
一般財源 区　分

産

金　額
国県支出金 地 

業

方 債 そ の 他

13

費

,500

 

2林業振

 

興費 248,357 1

 1

3,500 261,8

 

57 7,425 6,0

項

75 14工事請負費 1

 

3,500 林道施設長

農

寿命化事業

業費

計 324,019 13

補

,500 337,51

　

9 7,425 6,07

 

5

千

正

  

　

7 款 商工費

  1

 

 項 商工費

補　 正

額

　 額　 の　 財　

　

 源　 内　 訳 節

目

 

補正前の額 補　正　額

の

計 特　　 定　　 財

　

　　 源 説　　　　明

 

一般財源 区　分 金　額

財

国県支出金 地 方 債

円

　

そ の 他

 

2商工

源

業振興 2,103,2

　

63 520,000 2

 

,623,263 52

内

0,000 20貸付金

　

520,000 地域総

 

合整備資金貸付事業

5

訳

20,000

節

費

）

目

2,297

補

5温泉

正

観光施 233,709

前

2,297 236,0

の

06 2,297 10需

額

用費 1,809 温泉観

補

光施設費

　

設費 1

正

1役務費 95

　

一

額 計 特　　 定　　 



一般

（

 源 説　　　　明
一般

単

財源 区　分 金　額
国県

位

支出金 地 方 債 そ 

 

の 他

：

12委託料

 

332

千

13使用

円

料及び 61

）

賃借料

会

計 3,013,434 522,297 3,535,731 520,000 2,297

 10 款 教育費

  1 項 教育総務費

補　 正　 額　 の　 財　 源　 内　

計

 訳 節

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　 定　　 財　　 源 説　　　　明
一般財源 区　分 金　額

国県支出金 地 方 債 そ の 他

  

3教育指導費 144

7

,792 231 145

 

,023 231 10需

-

款

用費 84 教育相談・不

 

登校適応指導教室事

商

231

工

11役務費

費

11 業

 

17備品

 

購入費 136

1 

計 954,468 2

項

31 954,699 2

 

 

31

商

 

工

10 款 教育費

  

費

5 項 保健体育費

補

補

　 正　 額　 の　

　

 財　 源　 内　 

 

訳 節

目 補正前の額 補　

正

正　額 計 特　　 定　

　

　 財　　 源 説　　

 

　　明
一般財源 区　分

2

額

金　額
国県支出金 地 

　

方 債 そ の 他

1,

 

100

の

2学校給食

　

費 747,032 1,

 

100 748,132

財

1,100 12委託料

　

1,100 学校給食事

 

業

源

計 2,1

0

　

91,178 1,10

 

0 2,192,278

内

1,100

　 訳 節

目 補正

 

前の額 補　正　額 計 特

-

　　 定　　 財　　



（単

般

特　　 定　　 財　

会

　 源 説　　　　明
一

計

般財源 区　分 金　額
国

-

県支出金 地 方 債 そ

 

 の 他

2

1農業施

1

設災 84,460 26

 

1,438 345,8

-

98 147,148 47,900 20,03

位

0 46,360 14工事請負費 240,360 農地農業用施設災害復旧事業
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１．一　般　職

（１）　総　括 （単位：千円）

（ ）

（ ）

（ ）

※（　）内は、再任用職員及びパートタイム職員（外書き）

　職員手当の内訳 （単位：千円）

給　与　費　明　細　書

備     考区 分
職員数
（人）

給　　　与　　　費
共　済　費 合　計

報　　酬 給　　料 職 員 手 当 計

補 正 後
1,314

1,722,857 3,547,501 3,066,169 8,336,527 1,526,053 9,862,580
878

時間外
勤　務
手　当

宿日直
手　当

管理職員
特別勤務
手　　当

夜　間
勤　務
手　当

休　日
勤　務
手　当

管理職
手　当

期　末
手　当

勤　勉
手　当

寒冷地
手　当

児　童
手　当

単　身
赴　任
手　当

地　域
手　当

補 正 前
1,314

1,721,193 3,547,501 3,066,169 8,334,863 1,525,754 9,860,617
878

比 較 1,664 1,664 299 1,963

1,039,699 877,046 59,474 55,305 1,589

退 職 手 当
負 担 金

合  計

補 正 後 113,646 43,666 57,041 20,634 395,279 4,900 1,882 14,000 59,937 42,245 1,039,699 877,046 59,474 55,305 1,589 279,826 3,066,169

区 分
扶　養
手　当

住　居
手　当

通　勤
手　当

特　殊
勤　務
手　当

279,826 3,066,169

比 較

補 正 前 113,646 43,666 57,041 20,634 395,279 4,900 1,882 14,000 59,937 42,245



　　ア　 会計年度任用職員 （単位：千円）

（ ）

（ ）

（ ）

※（　）内は、パートタイム職員（外書き）

　職員手当の内訳 （単位：千円）

500,826 2,222,019 287,384 2,509,403

比 較 1,664

比 較

500,826

500,826

234,809

補 正 前 266,017 234,809

266,017

退 職 手 当
負 担 金

区 分
扶　養
手　当

住　居
手　当

通　勤
手　当

特　殊
勤　務
手　当

合  計

補 正 後

時間外
勤　務
手　当

宿日直
手　当

夜　間
勤　務
手　当

休　日
勤　務
手　当

管理職
手　当

期　末
手　当

勤　勉
手　当

寒冷地
手　当

児　童
手　当

単　身
赴　任
手　当

地　域
手　当

管理職員
特別勤務
手　　当

1,664 299 1,963

補 正 前
1,256

1,721,193

500,826 2,223,683 287,683 2,511,366

備     考合　計
報　　酬 給　　料 職 員 手 当 計

補 正 後
1,256

1,722,857

区 分
職員数
（人）

給　　　与　　　費
共　済　費
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(単位：千円）

１．普通債 6,768,300 520,000 7,288,300 4,966,723 4,966,723 49,492,687 520,000 50,012,687

　  (6)商　　工 370,300 520,000 890,300 42,900 42,900 776,139 520,000 1,296,139

２．災害復旧債 56,200 153,900 210,100 44,266 44,266 258,819 153,900 412,719

　  (1)農林水産 38,300 83,700 122,000 4,815 4,815 41,910 83,700 125,610

　  (2)土　　木 17,900 70,200 88,100 39,451 39,451 216,909 70,200 287,109

合　　計 6,899,645 673,900 7,573,545 6,911,677 6,911,677 64,270,841 673,900 64,944,741

地方債の当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区　分

当該年度中増減見込額
当該年度末現在高見込額

当該年度中起債見込額 当該年度中元金償還見込額

補正前の額 補正額 補正額 補正後の額補正後の額 補正前の額補正後の額 補正前の額 補正額



議案第１２７号

　　　

（総 則）

第 １ 条 　令和６年度横手市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

第 ２ 条 　令和６年度横手市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第９条を第１０条とし、予算第５条

から第８条までを１条ずつ繰り下げ、予算第４条の次に次の１条を加える。

（債務負担行為）

第 ５ 条 　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

令和６年１１月２５日提出

横手市長　　髙　橋　　大

水道事業会計 - 1 -

９２２千円

２３，６５１千円

令和６年度横手市水道事業会計補正予算（第２号）

令和７年度から
令和７年度まで

令和７年度から
令和７年度まで

限　度　額期　　間事　　項

令和６年度広報誌印刷製本業務

令和６年度量水器購入（単価契約）

令和７年度から
令和７年度まで

４１，３１４千円令和６年度水道用薬品購入（単価契約）



議案第１２８号

　　　

（総 則）

第 １ 条 　令和６年度横手市下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（債務負担行為）

第 ２ 条 　令和６年度横手市下水道事業会計予算第５条で定めた債務負担行為に、次の事項を追加する。

 追　加

令和６年１１月２５日提出

横手市長　　髙　橋　　大

下水道事業会計 - 1 -

３，６５２千円

令和６年度横手市下水道事業会計補正予算（第２号）

令和７年度から
令和７年度まで

限　度　額期　　間事　　項

令和６年度量水器購入（単価契約）
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